
(案 )

分介発 =
1平成22年 1

■第  号

2月 24日

社会保障審議会

会 長 1貝塚 啓明 殿

介護給付費分科会 |ヽ

1   1分科会長 大森 爾
′

|‐ ' 指定居宅サ■ビス等の事業あ人員、設備及が運営に蘭する基準 (平成11年

_:辱生省苓第_3′ 量)1指定神事肇看卑サTビスの事業の人員t設備及び運営に関1,

1導 條 墓 :霧 驚 昨 尋 ∬ t琴 愕 鞘 磋 |
の人員、ヽ施設及び設備立びに運営に関す石基準 (平成 1■

‐
年厚生省令第 4・ 0号)(

■雰冷賛書   皐甦堰乙冬:祓I悪璽訴鷺|

1辱1零風:ζ韮二難霧

'=馨

、鯖需ザ「,■

l r 平成22年 112F,4,日 早牛労働省発者11221第 1■をも●て社会保障審
_:1 議会ヤF諮問9あつた標マにういて、当分科会|ま審議の結果、1諮問のどお、り改正
|  ・: 

｀
することをヤ承する1と の結論を得たみそ報告する:■ ::I I   `



介護保険法等の一部を改正する法律案 (仮称)

のポイント
※内容については今後変更があり得る

1.医 療 と介護の連携強化等

○ 医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携 した要介護者等
への包括的な支援 (地域包括ケア)の推進

○ 地域包括ケア実現のために、日常生活圏域ごとに地域ニーズを的確に

把握した事業計画を策定                '
○ 単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・

随時対応型サービスや複合型サービスを創設
○ 保険者判断による予防給付と生活支援サービスの総合化

○ 介護療養病床の廃上期限を猶予

2.高 齢者の住 まいの整備や施設サー ビスの充実
○ 厚生労働省と国土交通省の連携による高齢者の住宅供給の促進

(高齢者住まい法の改正)

○ 社会医療法人による特別養護老人ホームの開設

3.認 知症対策

○ 市民後見人の活用など、高齢者の権利擁護の推進

○ 市町村における認知症対策の計画的な推進

4.保 険者が果たすべ き役割の強化

○ 医療サービスや住まいに関する計画と介護保険事業計画の調和

○ 地域密着型サービスの提供事業者の適正な公募を通じた選考

5.介 護人材の確保 とサー ビスの質の向上

○ 介護福祉士等の介護職員による日常の「医療的ケア」の実施

○ 労働法規の遵守の徹底、雇用管理の取組の公表

○ 情報公表制度の見直し

6.介 護保険料の急激な上昇の緩和

○ 各都道府県に積み上げられた財政安定化基金を取 り崩 して保険料の軽

減に充てる法整備を行 うことなどにより介護保険料を軽減




